
 

市役所にご持参いただく日（変更以降） 

鶴亀自治会 

亀山市 西丸町 568番地３ 

亀山 太郎 

亀山市 本丸町 572番地 

※住所は必ず“○○番地”や 

“○○番地〇” など 

ハイフンや、「の」を使わず 

ご記入ください 

総会の日、または総会で定められた交代日 

亀山市 西丸町 544番地３ 

新しい事務所の所在地 

亀山市 西丸町 568番地３ 

「事務所にしていた公民館の所在地が変わっ

たため。」など、主たる事務所の所在地を変更

する理由を記入してください。 

 

規約に主たる事務所の所在地の住所を記載している場合は、規約の変更も必要です。 


